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環境政策統合の政策過程分析 
―1997年河川法改正を事例として―

大野智彦

環境政策統合の実現に際しては，ある政策領域における既存の政策目的と新たに追加される環境目的との調整過程が重
要になる．本研究では，他の政策領域で環境目的が追加された事例として 1997年に行われた河川法改正に着目し，政
策パラダイム転換に関する先行研究を手がかりとして，情報公開請求にて入手した公文書などにより環境政策統合の政
策過程を分析した．その結果，（1）河川環境に関する 2つの異なるアイディアが存在したこと，（2）主要アクターが推進
したアイディアは治水・利水を主目的とする既存政策パラダイムとより整合的なもので，政策パラダイム転換が生じて
いたとは言い難いことなどを明らかにした．
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1.　はじめに

　環境問題の複雑化，多様化を背景として環境政
策統合への注目が高まっている（植田，2002；松
下，2010；森，2013）．環境政策統合とは，環境
政策以外の政策領域にも環境目的を組み込み，そ
の配慮を要請する政策理念である1）．
　これまで，環境政策統合の概念整理（Lafferty 

and Hovden，2003）や，各国の環境政策統合の状
況に関する比較研究（Jordan and Lenschow，
2008）などが進められてきた．しかし，環境政策
統合が政策理念として広く受け入れられている
EUにおいてさえ，一般的な言説としては受け入
れられているが，日常的な意思決定の局面ではそ
の具体的な意味について合意されておらず（Jor-

dan and Lenschow，2010，p. 156），実際の政策に
重要な影響を与えるには至っていないとの指摘
（Nilsson and Persson，2017，p. 36）がある．
　環境政策統合の実現に際しては，ある政策領域
における既存の政策目的と新たに追加される環境
目的との調整過程が重要になる．環境政策と他の
公共政策とは，往々にしてその政策目的間にト

レードオフ関係がある2）．したがって，環境目的
と既存の政策目的との調整の結果によって，ある
政策領域において環境政策統合が実現する場合も
あれば，既存の政策目標がそのまま引き継がれる
場合もあるだろう．ところが，こうした環境政策
統合の政策過程に焦点を当てる研究は Nilsson 

（2005）や Feindt （2010）などに限られている．
　本研究では，こうした環境政策統合の政策過程
を解明する上で，環境政策以外の領域において環
境目的が追加されたにもかかわらず，それが十分
考慮されていないケースが散見される興味深い事
例として，1997年に行われた河川法改正（以下，
97年改正）過程に着目する．他の政策領域の政
策目的に環境目的を組み込むという点に着眼すれ
ば，97年改正は環境政策統合の 1つの典型事例
である3）．従来の河川政策においては治水と利水
が政策目的であったが，97年改正では「河川環
境の整備と保全」（以下，環境目的）が治水，利
水と並ぶ新たな政策目標として第 1条の目的規定
に追加された．この改正は，河川行政の明確な転
換（田中，2011，278頁）や，諸法の「環境法化」
の始まり（及川，2010，63頁；及川・武田，
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2014，42頁）と位置付けられている．ところが，
97年改正後も各地でダム建設問題に象徴される
ように環境破壊の懸念にもかかわらず，治水や利
水を目的とした河川開発が進められ，環境目的が
十分考慮されていない事例が散見される（宇沢・
大熊，2010；関他，2015）．これはまさに，先行
研究で課題として指摘されていた一般的な政策目
的のレベルでは環境が位置付けられているもの
の，具体的な実践においてそれが達成されていな
いという状況である．
　なぜ 97年改正において環境目的が追加された
にもかかわらず，その後の具体的な実践において
それが達成されていないという状況が生じている
のだろうか．本研究では，新たな政策目的が追加
される際の既存の政策目的との調整過程に遠因が
あるのではないかと考え，97年改正の政策過程
に着目する．後述するように，ある政策領域での
支配的な認識としての政策パラダイム（Hall，
1993）は，全面的に新たなものへと置き換わるパ
ラダイム転換が起きることもあれば，漸進的な変
化に止まる「パラダイム進化」が起きることもあ
ることが知られている（Skogstad，2011）．他の
政策領域への環境目的の追加が，当該政策分野に
とっての漸進的な「パラダイム進化」にとどまる
場合，環境目的と具体的な実践の間に齟齬が生じ
ると考えられる．
　97年改正について既往研究の多くは，それをパ
ラダイム転換に相当するような大規模な転換だと
捉えている（例えば，三田，2008；及川，2010；
田中，2011；及川・武田，2014）．しかし，97年
改正を論じた茅野（2011）は，河川技術官僚にとっ
ては従来の治水という政策目的が至上目的であ
り，それゆえ環境目的は副次的なものに止まり，
河川行政の転換とは言い難いと指摘している．た
だし，同研究ではアジェンダ設定の段階に重きが
置かれており，それ以降の政策内容が具体化され
ていく立法過程は，審議会のメンバーや答申内容
を除きほとんど言及されていない．三田（2008）
は 97年改正を政策転換として論じ，河川審議会
の答申から環境目的を追加するというアイディア
が出された時期を特定した上でその背景にあるマ
クロな政治，社会経済状況を明らかにしているが，

新たなアイディアが制度化される過程については
論じられていない．アジェンダ設定や一般的な河
川技術官僚の環境への認識，マクロな政治，社会
経済状況が重要であるのは確かだが，河川法に環
境目的を追加するという抽象的な政策アイディア
がどのような過程を経て制度化されて法改正に
至ったのか，その過程における具体的な論点や関
連するアクターの認識を明らかにすることもまた
重要である．これは，既存の政策目的と環境目的
の調整という環境政策統合が抱える課題を検討す
る上でも，重要な作業となる．そこで本研究では，
新たに情報公開請求によって入手した資料を活用
しつつ，97年改正で環境目的が追加された際の論
点と，関連するアクターの環境に対する認識を審
議会，省庁間調整，国会審議の記録をもとに明ら
かにする．分析の対象とするアクターは，審議会
においてはその構成員，省庁間調整においては関
連した省庁，国会審議においては各政党とする4）．
　以下ではまず，環境政策統合や政治学に関する
先行研究を踏まえて，政策パラダイムの変容5）と
しての環境政策統合の政策過程に関する分析枠組
みを整理する．分析対象として用いる資料につい
て述べたのち，既存パラダイムに代わる新たな政
策アイディアとその推進者，政策アイディアの制
度化の過程における論点と関連するアクターにつ
いて述べる．それらの結果を踏まえて，結論では
環境政策統合の実質化に向けて 97年改正の分析
から得られた示唆をまとめる．

2.　先行研究

2.1　環境政策統合研究における政策過程分析
　環境政策統合研究に関する包括的レビューを
行った Jordan and Lenschow （2010）は，環境政策
統合のプロセスを分析する観点を（1）制度的観点，
（2）政治的観点，（3）認識的観点に整理している．
　とりわけ認識的観点は，97年改正過程を分析
する上で重要となる．これは，政策統合の過程に
関与するアクターの行動を規定する，特定の参照
枠組みや，ある政策領域での思考様式を規定する
一連のアイディアに注目する視点である．97年
改正に関する先行研究（茅野，2011）や建設省の
河川環境行政に関する先行研究（田中，1997）は，
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いずれも「河川環境」に対する政策当局の認識に
着目した議論を展開している．「環境」という多
義的な概念が政策過程でどのように認識されてい
たのかは，環境政策統合を検討する上で重要であ
る．しかし，97年改正過程で「環境」が諸アクター
によってどのように認識され，議論されていたの
かは未解明のままである．

2.2　�政治学における認識的観点からの政策過程
分析

　近年の政治学における政策過程研究では，「構
成主義的転回」（西岡，2011）と称されるように，
アイディアなど認識的観点に着目した研究が盛ん
に行われている．ここでアイディアとは，共有さ
れた信念（Goldstein，1993）を指す．論者によっ
て細かな区分の仕方は異なるものの，アイディア
には世界観や道義的信念などの規範的側面と，因
果的信念などの具体的かつ技術的側面が存在する
ことが共通して指摘されている（Goldstein and 

Keohane，1993；久保，1997，2頁）．
　一連の認識的観点からの政策過程研究の中で，
本研究が手がかりとするのが Hall （1993）を端緒
とする政策パラダイムの変容と大規模政策転換に
関する研究である．環境政策統合は，ある政策領
域の基本的な政策目的が変化するという意味にお
いてパラダイム転換ともいえる大規模な政策転換
を求めるもの（森，2013，22頁）として捉える
ことができる6）．
　政策パラダイムとは，政策目標や手段，取り上
げられる問題の性質を特定するアイディアや基準
の根本的フレームワーク（Hall，1993，p. 279）を
指す7）．これは，科学研究におけるパラダイム
（Kuhn，1962）と同様に，政策アクターに埋め込
まれ，自明とされているがゆえに，政策過程に大
きな影響を及ぼす（Hall，1993）．様々な異なるア
イディアが存在する中で，広く共有され，自明と
されることで最も影響力を持った一連のアイディ
アが政策パラダイムとなる（Baumgartner，2014）．

2.3　政策パラダイム変容と政策転換のメカニズム
　政策パラダイム変容と政策転換に影響を与える
ことが指摘されている要因は，次の 4つに整理す

ることができる．
　第 1に，既存の政策パラダイムが引き起こす諸
問題の蓄積である．Hall （1993）は，政策パラダ
イム転換と政策転換のプロセスを次の 3段階に整
理した．現行の政策によって生じる不合理が蓄積
されていくと，まず第 1段階として政策手段の設
定が変更され，それが成功しなかった場合に第 2

段階として政策手段の設定と政策手段自体の変更
がなされる．それでもさらに政策の失敗が続いた
場合，第 3段階として政策手段の設定と政策手段
に加えて政策目標自体が変更される．そして，こ
の第 3段階の変化を政策パラダイムの転換とし
た．すなわち，既存パラダイム下での政策の失敗
が積み重なることで既存パラダイムの限界が認識
され，新たな政策パラダイムへの転換が生じる（秋
吉，2007）．97年改正を論じた三田（2008）は，
この Hall （1993）の政策転換の枠組みにおける政
策パラダイム転換に相当する第 3段階の変化とし
て 97年改正を位置付けている．
　しかし，Oliver and Pemberton （2004）が指摘す
るように Hall （1993）のモデルにおける第 1段階
と第 2段階の変化が起きた場合でも，必ずしも第
3段階の政策パラダイム転換が生じるわけではな
い．新たなアイディアが制度化されていく過程で，
全く新しい政策パラダイムへ置き換わるパラダイ
ム転換ではなく，新たなアイディアが部分的に既
存の政策パラダイムに取り入れられる「パラダイ
ム進化」が生じる場合もある8）．
　第 2に，アイディア自体の特徴である．複数存
在するアイディアの中からどのようなアイディア
が政策パラダイムになるのかは，その説得力（秋吉，
2007，62頁）や実現可能性（Daigneault，2015）
があり支持が得られるか否かなど，アイディア自
体の特徴が影響を与える．
　第 3に，アイディアを主導するアクターである．
アイディアはそれ自体が自動的に政策に影響を及
ぼすわけではなく，その推進アクターを通じて具
体的な政策に影響を及ぼすことになる（Berman，
2013）．政策パラダイムの変容やその制度化の過
程では，専門的知識を有する認識コミュニティー
や当該政策案の立案を行う政策担当部局におい
て，どのようなアイディアが共有され，支持され
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るかが重要となる（秋吉，2007；渡邉，2015）．
　第 4に，制度が及ぼす影響が，2つの側面にお
いて指摘されている．1つは，既存の制度が与え
る影響である．どのようなアクターが政策過程に
関与できるのかを規定する制度が影響を与えるこ
とや，過去の政策や制度が「政策遺産」として現
状維持的な方向へ影響を与える（Hall，1993；秋
吉，2007）ことが指摘されている．
　もう 1つの側面として，アイディアは，制度化
されることによって政策パラダイムとしての影響
力を持つことも指摘されている（秋吉，2007）．
本研究が対象とする 97年改正の場合，アイディ
アの制度化は法制化をもって行われる．通常，法
改正は審議会への諮問・答申，他省庁との調整な
どを経て国会に提出され，国会審議を経て可決さ
れることで実現する（松下，2002，133頁；倉阪，
2012，73‒74頁）．それぞれのプロセスを分析す
る上で注目すべき点は，先行研究において次のと
おり指摘されている．
　審議会については，秋吉（2007）がアイディア
の制度化プロセスとして審議会のメンバー構成
や，そこでの議論を詳細に分析している．
　環境政策統合の実現に向けては，省庁間の調整
が重要であることが指摘されてきた（松下，
2010）．それは，行政学において長年研究が積み
重ねられてきた領域でもある（今村，2006；牧原，
2009）．各省庁との調整は，特に法案の所管が複
数の省庁にまたがる場合，困難なものとなる．他
の政策領域に環境目的を位置付ける環境政策統合
の場合，必然的に環境省とその他の省庁の調整が
求められる．そうした場合，交渉の結果として「覚
書」が省庁間で交わされることがある．牧原
（2009）によれば，所管が重複する場合，双方に
とって中核的な所管事項である場合には法令など
の公式の下位規範が作成されるが，一方にとって
中核的ではない場合に覚書に代表されるより非公
式の文書が作成される．牧原（2009）は覚書にど
のような事項が盛り込まれているのかを分析する
ことを通じて，1964年の新河川法制定をめぐる
省庁間の調整を明らかにしている．通常，省庁間
の調整は外部から直接観察することが難しいが，
このような覚書の性質を利用することで事後的に

各省庁が支持したアイディアやその調整の帰結を
推定することができる．
　国会での法案審議については，与野党がそれぞ
れどのようなアイディアを支持し，影響力を行使
しているのかが重要となる．法案の国会提出に際
しては与党の事前審査を経る必要があり，提出法
案へは与党の政策選好が強く反映される（久米他，
2011，206頁）．国会に提出された法案はまず委
員会に付託され，中心的な審議が行われる（久米
他，2011，200頁）．委員会審議において，少数
派の野党による法案の修正案や対案が提出される
ことがあるが，いずれも成立が困難なことは明ら
かであり，野党が自らの主張を有権者に表明する
行為に過ぎないとの指摘がある（増山，2006）．
こうした先行研究から，国会において多数を占め
る与党による支持がなければ，あるアイディアが
法制化され影響力を及ぼすことは難しいといえる．
　一連の先行研究を整理すると，政策パラダイム
の変容と政策変化のメカニズムを分析するにあ
たっては，（1）既存パラダイム下での問題の蓄積，
（2）アイディア自体の特徴，（3）アイディアを主導
するアクター，（4）制度の影響，とりわけ，その
制度化の過程における審議会，省庁間調整，国会
審議に着目して分析を進める必要がある．

3.　分析対象

　先行研究の整理を踏まえ，本研究では次の 2つ
の分析を行う．第 1に，河川政策における既存政
策パラダイムと，河川環境に関するアイディアの
特徴やその主たる推進アクターを明らかにする．
分析に際しては，河川政策に関連した先行研究や
行政資料を用いる．
　第 2に，河川環境に関するアイディアが制度化
される過程を，先行研究の整理に従い，（1）審議会，
（2）省庁間調整，（3）国会審議に着目して明らかに
する．本研究では，97年改正の直接的契機となっ
た 1996年 6月の河川審議会答申の提出後から，
法案成立に至る 1997年 5月までの期間を主たる
分析対象とする．
　審議会や省庁間調整の分析に際しては，97年
改正に関連した審議会の議事録や，省庁間の覚書
などを用いる9）．これら公文書は，筆者の知る限
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りウェブサイト上などで一般には公開されていな
い．そこで本研究では，情報公開請求制度を利用
して以下の公文書を新たに入手した．先行研究に
おいて本研究が対象とする法改正の詳細な過程が
十分明らかにされていないのは，分析視角の違い
のみならず，こうした資料的制約による部分も大
きいと思われる．
　1．1996年度河川審議会総会議事録（第 70～74回）
　2． 河川審議会河川制度小委員会議事録・議事

資料（第 1～5回）
　3． 河川法改正に際して建設省と環境庁で交わ

された覚書（1997年 2月 28日付）
　4． 河川法改正に際して建設省と農林水産省で

交わされた覚書（1997年 2月 28日付）
　5． 97年改正に関する内閣法制局による法令案

審議録
　国会審議の分析に際しては，議事録10）を主に用
いた．国会議事録からは顕在化した限られた議論
や対立しか把握できないという限界はあるものの，
関係者が公になることを了解した意見や見解の相
違は把握することができる（増山，2009，48頁）．
内閣提出法案には与党の政策選好が強く反映され
ると考えられ（久米他，2011），それに対する賛否
から各政党の推進する政策アイディアを推定でき
る．したがって，これらの資料から環境目的の追
加をめぐる論点と与野党議員の環境認識を明らか
にする．その他，官報や上述の法令案審議録に収
蔵されている国会審議用資料を適宜用いた．
　なお，97年改正に関しては環境目的の追加以
外にも，住民参加制度や水路兼用河川制度など大
きな論点が複数あったが，環境政策統合を主題と
する本研究においては，環境目的の追加に焦点を
当てて論じることとする．後述のとおり環境目的
の追加と関連する部分について住民参加制度にも
言及するが，論点は多岐にわたるため紙幅の都合
で全てを論じることはできない11）．

4.　�結果（1）既存パラダイムの不安定化と「河
川環境」をめぐる 2つのアイディア

4.1　治水・利水を主目的とした既存パラダイム
　河川政策に関する基本法である河川法は，治水
対策を主目的として 1896年に制定された．戦後，

急増した水需要に対応すべく，新たに治水と利水
を目的とする河川法が 1964年に制定された．ほ
ぼ時を同じくして 1957年には多目的ダム法，
1961年には水資源開発促進法が成立し，治水・
利水の双方を目的とする多目的ダム建設のための
法的枠組みが整備される．以降，規範的側面とし
て治水・利水を目的とし，具体的・技術的側面と
して多目的ダム建設を想定するアイディアが，河
川政策の政策パラダイムとして定着する．

4.2　�公共事業批判における「河川環境」への注
目：自然保護アイディア

　しかし，治水・利水パラダイム下での河川政策
は様々な問題も抱えていた．その典型例が，ダム
などの大規模治水・利水事業が引き起こす地域社
会，環境への悪影響である（帯谷，2004）．長良
川河口堰の建設の是非をめぐる社会的論争を契機
として，1990年代に河川環境への社会的注目が
高まりを見せる（茅野，2011）．そして，既存の
治水・利水パラダイムに基づいた河川政策を批判
し，河川環境の保護を求める主張が盛んになされ
るようになる．
　1990年代は環境破壊のみならず，財政赤字の増
加や都市部への恩恵の少なさといった様々な観点
から公共事業に対する疑問の目が向けられ，有権
者の公共事業への不信感が高まっていた時期でも
ある（三田，2001）．そうした有権者の意識は，選
挙を通じて政治家の行動にも影響を与える（三田，
2008）．当時の自民党を中心とした与党が中心とな
り，公共事業見直しが行われ，数多くの治水・利
水を目的とした河川事業がその対象となった．
　こうした一連の公共事業批判は，明らかにこれ
までの治水・利水パラダイムとは異なるアイディ
アに基づいたものであった．規範的側面では，治水・
利水目的のみを自明視することに懐疑的で，開発
行為から現存する河川環境を保護することを重視
する．具体的・技術的側面では，ダムや可動堰といっ
た大規模な治水・利水事業が河川環境に不可逆な
悪影響を与えることが問題視され，そうした治水・
利水手段の妥当性に対して疑問が呈されていた．
以下では，こうした河川環境に関する考え方を「自
然保護アイディア」と呼ぶことにする12）．
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　こうした自然保護アイディアは環境保護団体な
どによって推進されるが，それは非公式な意見交
換や定期的勉強会を通じて建設省内部にも直接的
に伝えられた（日本自然保護協会，2002，138‒
139頁；茅野，2014，133頁）．

4.3　�建設省内部における「河川環境」への注目：
環境整備アイディア

　一方で，建設省内部における「河川環境」への
注目は，長良川河口堰問題よりも早い時期に端を
発する．そしてそれは，公共事業批判に端を発す
る自然保護アイディアとは異なる河川環境に関す
るアイディアに基づいたものであった．
　治水・利水パラダイムに基づく 1964年河川法
改正の直後から，河川行政の担当部局である建設
省河川局での河川環境への取り組みは始まる．そ
の端緒となったのは，1969年の都市河川環境整
備事業である．都市河川の水質改善のために他の
河川から浄化用水を注水する事業や，都市部での
公園，緑地の不足を背景として河川敷に公共の空
地を確保し，河川景観の美化を図る事業が行われ
た（高秀，1968）．
　これらの事業は，河川環境整備事業（1974年），
河川環境対策室の設置（1989年），河川環境課の
設置（1995年）など一連の河川環境に関する施
策に引き継がれる．1990年代には，コンクリー
トによる画一的な河川整備に対する反省として，
生態系に配慮した多自然型川づくりが行われるよ
うになる（関，1994）．
　こうした河川環境事業を行う中で，河川法の目
的に環境を追加することは早い段階から議論され
ていた．97年改正時に河川局長を務めた尾田
（1997）によれば，河川法の目的に「環境」を加
えることは河川局にとって悲願の 1つであったと
いう．高度成長期に河川敷が開発の圧力にさらさ
れた際，河川環境が法の目的に規定されていない
がために河川の保全に苦慮した例を挙げて，1985

年ごろには専門官会議の場で法改正が話題となっ
ていたこと，河川局長に就任した際には河川法を
改正し，環境を目的に加えると強く決意したこと
を回顧している（尾田，2007）．他の河川局長経
験者も同様に，河川法に環境目的を導入すること

は以前から検討されていたと述べている13）．
　以上の概観から，建設省内部では河川環境に関
して次のようなアイディアに基づいた取り組みが
長年にわたって進められてきたといえる．すなわ
ち，規範的側面では水質や河川空間の利用などが
河川環境の課題として認識され，具体的・技術的
側面では導水による水質改善，河川敷整備や河川
改修時の生態系への配慮などが想定されている．
以下では，こうした考え方を「環境整備アイディ
ア」と呼ぶことにする．
　河川政策において河川環境への配慮を要請する
という最も基本的な方向性では自然保護アイディ
アと共通するが，河川環境として具体的に認識さ
れている要素やその課題，解決のための政策手段
において自然保護アイディアとは異なる．とりわ
け，自然保護アイディアで河川環境悪化の原因と
認識されているダムなどの建設について，環境整
備アイディアの中では明示的に触れられていない．

5.　結果（2）アイディアの制度化

5.1　審議会
　1996年 6月の河川審議会答申「21世紀の社会
を展望した今後の河川整備の基本的方向につい
て」を受けて建設省内で河川法改正に向けた実務
的な検討がスタートし，河川審議会の下に設けら
れた河川制度小委員会において法改正の具体的な
検討が進められることとなる（瀬野，1997）．同
答申は，1997年から始まる第 9次治水事業五カ
年計画の策定のために，1994年に建設大臣が
行った諮問に対するものである．答申に至る議論
の中では，これまでの河川管理システムが公共事
業見直し，環境問題への対応などの課題にどう対
処すべきかの観点から，単に五カ年計画の中で何
を行うのかというルーチン的議論を超えた河川行
政のあり方についての根本的議論が交わされた
（松田，2007）．その結果出された答申の中では，
21世紀に向けた河川整備にあたっての基本認識
として，（1）流域の視点の重視，（2）連携の重視，
（3）河川の多様性の重視，（4）情報の役割の重視の
4点が挙げられた．
　この答申をさらに具体化した 1996年 12月の
河川審議会提言「社会経済の変化を踏まえた今後
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の河川制度のあり方について」において，河川法
の目的に「環境」に関する事項を明記することが
提言される14）．この提言は，河川審議会河川制度
小委員会で同年 7月から 12月にかけて 5回にわ
たって議論されたものである．
　同委員会の構成メンバー全 13名15）のうち最も
多いのは大学に所属する研究者（6名）で，その
うち河川工学が 4名，行政法が 2名となってい
る．その他，元建設省職員（2名），元環境庁職
員（1名），マスコミ関係者（2名）などが委員を
務めた．
　同委員会では第 1回でこれまでの河川事業の現
状と課題が取り上げられ，第 2回以降に具体的な
制度について検討が行われていた．このうち，河
川環境に関する発言があったのは主に第 1回，第
3回，第 4回である．
　第 1回の審議では，建設省側から治水，利水，
環境の各領域における現状と課題が具体的な事例
と共に紹介された（表 1）．興味深いのは，治水，
利水の領域において，千歳川放水路や長良川河口

堰などその事業の是非について社会的論争を引き
起こした事例が取り上げられている点である．こ
れらはいずれも，自然保護アイディアにおいては
河川環境の問題として取り上げられていた事例で
ある．しかし建設省は，これらの事例を治水や利
水事業の実施に関する課題として認識していた．
　河川環境に関連しては荒川将来像計画，多摩川
水系平井川における多自然型川づくり，鶴見川流
域懇談会の事例が紹介されている．これらの事例
は，いずれもある程度河川改修が行われた都市部
の河川であり，現存する河川環境の保全というよ
りも，環境の再生や創出に力点が置かれている．
　第 1回審議資料では，「河川環境等に関する現
状と課題」と題してさらにいくつかの河川環境に
関する事例が紹介されている（表 2）．ここに挙
げられている事例は都市部に限定されていない
が，環境の再生や創出に関する事例が主である．
これまで建設省において河川環境事業として取り
組まれてきた事例が，河川環境に関する代表的事
例として位置付けられている．

表 1　「現状と課題」において取り上げられた事例と論点

論点

治水関連
　斐伊川放水路 放水路予定地区及び周辺の住民が他地域の洪水対策の犠牲となること
　甲突川 文化財保護との調整
　千歳川放水路 農業・漁業への影響，地下水枯渇の環境影響
　一の坂川 天然記念物「山口ゲンジボタル」の保護，歴史的景観保存
開発関連
　長良川河口堰 治水・利水上の必要性，環境影響
　苫田ダム 水没地権者数が多い
　細川内ダム 環境破壊，村の衰退
　宮ヶ瀬ダム 地元との厳しい対立関係
　ダム等事業審議委員会について 記載なし

注）河川制度小委員会第 1回資料，議事録をもとに著者作成．

表 2　「河川環境等に関する現状と課題」に挙げられた項目

河川環境工事の事例 松浦川桃の川地区多自然型川づくり
最上川水系誕生川の多自然型工法による再改修計画
鵡川河口部の干潟再生
淀川のワンド（入江）づくり

許可工作物の申請に対する指導例 上の沢川・上の沢頭首工への魚道設置
油流出事故の対応
水と緑のネットワーク 農業用水路等を活用した水環境改善

河畔林・ダム湖畔林の保全
不法係留，4WD車，水上バイク等への対応

注）河川制度小委員会第 1回資料，議事録をもとに著者作成．
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　河川法の目的に環境を新たに位置付けること
は，第 3回において建設省から提案される．その
後，既存の治水，利水という政策目的と新たに追
加しようとする環境目的の優先順位付けに議論が
集中する．例えば，治水，利水，環境のプライオ
リティの取り方をどう考えるのかといった指摘16）

や，環境が「何を意味するのか分からないと，ま
た人によって勝手に解釈をされますと，かえって
収拾がつかないのじゃないか」17），治水，利水，
環境に関する価値の序列を客観的に決めることが
可能なのか18）など，望ましい環境に関する認識が
多様な中でいかに河川行政を進めていくのか懸念
する発言が委員からなされる．これに対して建設
省は，「個々の河川ごとに具体の事例で議論をし
ますと，それぞれの解が出てくるのではないか」
など，各河川での合意形成が重要であるとの考え
方を示す．
　こうした考え方は，主に第 2回で議論された新
たな河川計画制度にも反映されている．第 2回資
料では，ある地点での河川環境のあり方は水系全
体の治水，利水との関連で考える必要があり，個
別事業の実施段階では十分な検討ができない場合
もあると指摘されている．その上で，「水系全体
の治水，利水及び環境の河川の総合的な管理を進
めるため，いかに各地域の意見を反映しつつ，治
水，利水及び環境の河川整備を進めていくかが現
在課題となっている」19）として，環境配慮の実現
や，治水，利水との調整の手段として地域意見の
反映を位置付けている．
　こうした議論を経て取りまとめられた提言で
は，①河川環境の保全と整備を求める近年の国民
のニーズに応える，②河川工事全体における環境
関連事業の割合が高まっている，③河川内の生態
系等の自然環境の保全，河川のうるおいのある水
と緑の景観や風致の整備が既存の政策目的では捉
えきれないといった背景から，河川法の目的に「環
境」に関する事項を位置付けることが必要とされ
た．同時に，河川計画制度を改正し，計画策定に
際して地域住民の意向を反映するための手続きを
制度的に導入すべきであるとの指摘がなされた．

5.2　省庁間調整
　河川審議会の答申を受け，河川法改正作業は具
体化する．既に 1996年 5月から実務レベルでの
法改正に向けた議論が行われてきたが，同年 11

月 5日に河川法準備室がスタートし，12月 4日
の河川審議会答申を受けて，省外との調整が本格
化する（瀬野，1997）．
　省庁間調整の過程で，建設省は農林水産省と環
境庁の間でそれぞれ 4通の覚書を結ぶ（表 3，4）．
しかし，覚書に記された内容は，対農林水産省と
対環境庁とで対照的なものであった．
　環境庁との間で交わされた覚書（表 3）は，環
境保全の観点から可能な限り環境庁が関与しよう
とするものである．例えば，事務次官間での覚書
には河川整備基本方針や河川整備計画の策定や変
更に際して環境庁長官との協議（項目 2，4）や，
それに対する環境庁長官意見への建設大臣の真摯
な対応（項目 3，5）が確認されている．
　河川局長と自然保護局長・水質保全局長間の覚
書では，河川整備計画策定過程における環境配慮
の観点からの関係者の関与を具体的に確認（項目
5，6，7，8）し，二級河川においても同様の配慮
を行うことを確認（項目 4）している．
　さらに同覚書では河川法の目的に環境が追加さ
れたことをもって環境庁が「河川の存する地域を
含め，環境の保全に関する行政を推進することを
妨げるものではない」ことが確認されている（項
目 16）．そして，「河川環境の保全と整備」の観
点から，建設省の既存の省令，通達，河川工事を
必要に応じ見直すことを確認している（項目 1，
11）．環境保全の観点からの環境庁の関与は覚書
で確認されるにとどまり，法案自体が変更される
ことはなかった．
　他方で，農林水産省との間で交わされた覚書（表
4）は「河川環境の整備と保全」を限定的に捉え
ようとするものであった．両省にまたがる環境課
題を細分化して双方の担当領域を明確にするもの
で，象徴的なのは，河川局長と構造改善局長・林
野庁長官・水産庁長官との間で交わされた覚書で
ある．ここでは河川環境とは河川区域内の「環境」
であり，具体的には①河川の水量水質，②河川区
域内における生態系，③河川区域内におけるアメ
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ニティ，景観及び親水のような内容（項目 3）と
確認されている．その上で，新たに追加された環
境目的が，農業用水路やその関連施設自体，ある
いはその使用様式には及ばないことが確認されて
いる（項目 1，2，4，5）．

5.3　国会審議
　これらの調整を経た河川法案は与党による了
承20）を経て政府から国会へ提出され，1997年 4

月 23日から衆議院建設委員会で議論されること
となった．衆議院での審議においては，民主党か
らも河川法の改正案（以下，民主党案）が提出さ

れた21）．この民主党案は，長良川河口堰反対運動
の中心的人物であった天野礼子氏や水源開発問題
全国連絡会が共同で検討を行ったものである（瀬
野，1997；天野，2001）22）．
　天野氏らは民主党を通じて「公共事業コント
ロール法」の法案提出準備を進めている際に，建
設省が河川法改正を検討していることを知り，民
主党からも改正案を提出することにした（天野，
2001）23）．民主党案は，河川環境への負荷を最小
限にとどめることを原則としており，自然保護ア
イディアが色濃く反映されたものであった24）．第
1条では，河川を「豊かな自然と水循環の下で多

表 3　建設省と環境庁の間で交わされた覚書

建設省側担当 環境庁側担当 項目数

1 事務次官 事務次官 5

 2． 建設大臣が，改正後の河川法（以下「改正法」という．）第 16条の規定に基づき河川整備基本方針を定め，又は変更する
にあたっては，あらかじめ環境庁長官と協議しなければならないこと．

 3． 環境庁長官が，環境の保全を図るため必要があると認めるときで，建設大臣に改正法第 16条に規定する河川整備基本方
針の変更を検討するよう意見を述べた場合には，真筆に対応すること．

 4． 建設省は，改正法第 16条の 2の規定に基づき河川整備計画を定め，又は変更するにあたっては，あらかじめ環境庁長官
と協議しなければならないこと．

 5． 環境庁長官が，環境の保全を図るため必要があると認めるときで，建設大臣に改正法第 16条の 2に規定する河川整備計
画の変更を検討するよう意見を述べた場合には，真筆 に対応すること．

2
河川局長

自然保護局長
水質保全局長

19

 1． 建設省は，今回の法改正により，「河川環境の整備と保全」を目的に追加することに 伴い，「河川環境の整備と保全」の
観点から，河川法に基づく諸規制等の実施のあり方 について真摯に検討し，政令，建設省令，通達等の制定又は見直し
を行うこと．また，建設省令，通達等の制定又は見直しを行う場合には環境庁と連絡調整を図るものとすること．

 4． 都道府県知事が，改正法第 16条又は第 16条の 2の規定により，二級河川の河川整備基本方針又は河川整備計画を定めよ
うとするときは，都道府県の河川担当部局は，環境担当部局と連絡調整を図るものとすること．また，建設省はこの旨，
通達により指導すること．

 5． 改正法第 16条の 2第 3項及び第 4項の「必要があると認められるとき」には，「河川環境保全上，問題があると認められ
るとき」が含まれること．

 6． 改正法第 16条の 2第 3項の「河川に関し学識経験を有する者」には，「環境に関し学識経験を有する者」が含まれること．
 7． 改正法第 16条の 2第 5項の規定に基づき都道府県知事又は市町村長が意見を聞かれた場合には，当該都道府県又は市町

村の河川担当部局は環境担当部局と連絡調整を図るものとすること．また，建設省はこの旨，通達により指導すること．
 8． 河川法第 16条の 2第 5項の「都道府県知事又は関係市町村長」には，環境の保全の観点から関係を有する都道府県知事

又は市町村長が含まれること．
11． 建設省は，今回の法改正により，「河川環境の整備と保全」を目的に追加することに伴い，「河川環境の整備と保全」の観

点も含め，既存の工事実施基本計画に位置付けられた河川工事について，必要に応じ，河川整備計画の策定を通じて見直
しを行うこと．

16． 改正法第 1条の規定をもって，環境庁がその所掌事務及び権限に基づき，河川の存する地域を含め，環境の保全に関する
行政を推進することを妨げるものではないこと．

3 河川局長 自然保護局長 1

4 河川環境課長 野生生物課長 1

注） 各覚書より著者作成．左列の数字は，各覚書を識別するために 1通ごとに付した番号．覚書の具体的内容は，本文中で言及した
項目のみを抜粋している．各項目に付された番号は，覚書中の項目番号と対応させている．
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様な生物の生命をはぐくむ母胎」と位置付け，「多
様な河川環境を健全な状態に保全して将来世代に
引き継ぐことが現代の世代の責務であるという観
点から，流域の自然的，社会的，文化的特性に応
じて水系ごとに河川の整備，適正な利用，周辺環
境の保全との調和」を図ることを法の目的として
追加している．その上で，水系ごとに専門家から
なる水系委員会の設置や公聴会の開催を義務付け
るといった内容になっている．
　この民主党案に対して，建設省と自民党は反対
の立場をとる．とりわけ国会での議論において認
識の相違が見られたのは，既存の治水・利水パラ
ダイムにおけるダム建設という手法についてであ
る．民主党側は質疑の大部分においてダムなどの
公共事業批判を述べるが，建設省と自民党側は既
存のダム建設の意義を述べる．

　この点が最も明確に現れているのが，法令案審
議録に収蔵された国会審議用の想定問答集であ
る．この中では既存の治水・利水という政策目的
と環境目的との関係について，「それぞれの目的
を対立概念で捉えるのではなく，総合的な河川管
理が確保できるように，個別河川ごとの河川環境
の状況や治水安全度を踏まえ，地域の意向を反映
しつつ，ケースバイケースで適切に判断すべ
き」25）としている．しかし，ダムや放水路の建設
に関しては「人命，財産を自然災害から保護する
上で不可欠なもの」との前提に立ち，「環境を含
めた治水・利水の総合的な管理を行うことが重要
と考えており，環境に影響があるからといって中
止を求める御意見は適当でない」26）としている．
　2日間の審議を経た上での採決の結果，与党の
反対により民主党案は否決され，与党の賛成によ

表 4　建設省と農林水産省の間で交わされた覚書

建設省側担当 農林水産省側担当 項目数

1 事務次官 事務次官 2

2

河川局長
構造改善局長
林野庁長官
水産庁長官

56

1． 河川指定及び河川区域の指定は，河川法上，河川の総合的な管理の観点から行うものであり，「河川環境の整備と保全」の
みを目的として行うものではないこと．

 　　 また，「河川環境の整備と保全」の対象は，河川区域内の環境に限定されるものであること．
 　 　したがって，土地改良区等により管理されている農業用排水施設について「河川環境の整備と保全」のみを目的として，
河川指定し，又は河川区域の指定を行うことができないものであること．

2． 今回の改正後の河川法（以下「法」という．）の目的の改正により，水利使用（その変更を含む．）において，利水者に新
たな規制若しくは義務を課し，又は従前の規制若しくは義務を強化することはないこと．

3． 「河川環境」とは，河川区域内の「環境」であり，具体的には以下のような内容であること．
 　①河川の水量水質
 　②河川区域内における生態系
 　③河川区域内におけるアメニティ，景観及び親水
4． 現在使用している施設が「河川環境」に適合しないと判断される場合であっても，それのみをもって改築命令等を行わな
いこと．

5． 今回の法の目的改正により，新たに水利使用の許可を得ようとする構築物に係る情報提供項目として，河川環境に関するデー
タを新規項目として追加し，又は従来の項目に追加して盛り込むことのないこと．このことは，既に水利使用の許可を得
ている構造物（更新の場合を含む．）についても同様とすること．

3 水政課長
河川計画課長
河川環境課長

計画部地域計画課長
建設部設計課長
建設部水利課長

5

4 水政課長
河川計画課長
治水課長

計画部地域計画課長
水産庁漁港部計画課長

3

注） 各覚書より著者作成．左列の数字は，各覚書を識別するために 1通ごとに付した番号．覚書の具体的内容は，本文中で言及した
項目のみを抜粋している．各項目に付された番号は，覚書中の項目番号と対応させている．
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り政府案は修正されることなく原案どおり可決さ
れた．その後，衆議院本会議（5月 13日），参議
院建設委員会（5月 22日，27日），本会議（5月
28日）においても与党の賛成により政府案が原
案どおり可決され，河川法の改正が行われること
となった．

6.　結論

　以上で明らかになった 97年改正の政策過程
を，先行研究で指摘されていた政策パラダイム変
容に影響を与える要因と照らし合わせると，次の
ように整理できる．第 1に，環境目的を追加する
という新たなアイディアが登場した背景に既存の
政策パラダイムが引き起こす諸問題の蓄積があっ
たという点は先行研究と合致するが，何を既存パ
ラダイムの問題と捉えるのかについて異なる 2つ
のアイディアが存在していた．多くの先行研究で
は自然保護アイディアが 97年改正の契機とされ
てきたが，それとは異なる環境整備アイディアが
以前から建設省内で継承され，その延長線上に
97年改正が位置付けられていた．
　第 2に，アイディア自体の特徴という点で，環
境整備アイディアと自然保護アイディアは大きく
異なるものであった．とりわけ，治水手段として
のダムは経路依存的にロックインされており（大
野，2015），それを否定する自然保護アイディア
は政策当局にとって受容可能性の低いものであっ
たと考えられる．
　第 3に，アイディアの推進アクターである．制
度化のいずれの段階においても環境整備アイディ
アが所管省庁としての建設省や，与党としての自
民党に支持されていた．審議会では，建設省が提
案する環境整備アイディアに沿った形で河川環境
に関する議論が進められた．省庁間調整の結果と
して河川環境保全を担保するための環境庁の関与
が覚書にとどまる限定的なものとなり，河川区域
内の環境として限定的に定義されるなど建設省に
よる環境整備アイディアが具体化されていった．
さらに，国会審議では民主党から自然保護アイ
ディアに基づく対案が出されるものの，与党であ
る自民党は建設省による環境整備アイディアに基
づく改正案を支持し，それが採択された．審議会，

省庁間調整，国会審議に至る政策アイディアの制
度化のいずれの段階においても，建設省や与党で
ある自民党は既存の治水・利水パラダイムとより
整合的で実現可能性のある環境整備アイディアを
推進し，自然保護団体や野党である民主党が推進
しようとした自然保護アイディアが制度化されて
影響力を持つには至らなかった．
　第 4に，「政策遺産」としての影響が指摘され
ていたように，最終的には，既存の政策や制度に
適合的な環境整備アイディアが制度化され，政策
パラダイムとして影響力を持つに至った．
　以上から，97年改正における環境目的の追加
は，多くの先行研究において指摘されていたよう
な政策パラダイム転換に相当する政策転換とは言
い難い．むしろ，既存の治水・利水パラダイムに
おける具体的政策手段であるダムを否定せず，既
存パラダイムと整合性のある環境整備アイディア
を新たに政策パラダイムに追加する「パラダイム
進化」であったといえる．こうした点は，茅野
（2011）の指摘と重なる部分が多いが，本研究で
は政策アイディアが具体的な制度となる過程を新
たな資料によって解明することで，その指摘を裏
付けることができた．
　アイディアの制度化の過程における河川環境の
定義や位置付けをめぐる議論の中で注目すべき
は，それを地域の状況に応じて定義していくべき
であるとの建設省側の意見表明である27）．各地域
において河川環境をどのように認識し，位置付け
るのかを重視すべきとの主張は，先行研究が認識
的観点の重要性を指摘している点からも興味深
い．97年改正では河川ごとに策定される河川整
備基本方針と河川整備計画からなる新たな河川計
画制度を導入することとし，より具体的な河川整
備の内容を定める河川整備計画の策定段階で「関
係住民意見の反映」のための手続きが定められた．
ただし，そうした各地域での河川の治水，利水，
環境をめぐる議論の場としての流域委員会等に対
しては，近年，その形骸化が指摘されている（大
野，2012）．環境政策統合の実質化という観点か
らも，法改正時の議論に立ち返り，再度その充実
に向けた実践や研究が求められる．
　これらの点は，環境政策統合研究で指摘されて
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いる一般的な環境目的と具体的な政策実践の齟齬
という課題とも通底する．本研究が示すように単
に他の政策領域において環境目的を追加したとし
ても，既存の政策パラダイムと対立する点につい
ては十分な対応がなされない可能性がある．これ
は，環境政策が実施されているのにその効果が挙
がらないという環境政策における政府の失敗（植
田，2002）の原因を読み解く上でも示唆的であ
る28）．今後は，政策転換に関する先行研究の知見，
とりわけアクターの政策信念の変化としての政策
志向学習（Sabatier，1988）に関する知見を環境
政策統合研究に導入することによって，どのよう
な条件が整えばより実質的な環境政策統合に向け
ての政策転換が実現するのか解明していく必要が
ある．
　その際に，本研究では結果の再現可能性や反証
可能性，調査の実行可能性を考慮して記録に残さ
れた資料から政策過程と諸アクターの政策アイ
ディアを再構成するというアプローチを選択した
が，関係者へのインタビュー調査など異なるアプ
ローチを通じて本研究の結果の妥当性を高めてい
くことは，今後に残された課題である．
　また，環境政策統合の政策過程に関する理解を
さらに深めるために，今後は 2つの方向で分析対
象を拡大し，本研究が対象とした 97年改正の政
策過程との比較研究が求められる．1つは，河川
に焦点を当てたまま，過去の河川法改正や水資源
関連法案，近年制定された水循環基本法に関する
政策過程などへ分析対象を広げていくことであ
る．もう 1つは，97年改正に続いて環境目的の
追加が行われた海岸法改正，森林・林業基本法改
正など河川政策以外の政策領域へと分析対象を広
げていくことである．今後も政策過程分析を通じ
て，環境政策統合の阻害要因や促進要因をさらに
解明していく必要がある．
　※ 本論文の草稿は，環境経済・政策学会 2009

年大会，同 2014年大会，関西公共政策研究
会にて報告した．コメントを頂いた先生方に
御礼申し上げる．本研究の一部は，JSPS科
研費 16K16236の助成を受けた．

注
1）　定義について詳しくは，森 （2013） など．
2）　松本 （2008） が指摘するように，環境政策の領域
内においてさえ異なるレジーム間に政策的矛盾が存在
する．

3）　97年改正は，同様に環境目的が追加された海岸
法改正 （1999年） や森林・林業基本法改正 （2001年） に
先駆けて行われたものであり，及川・武田 （2014，42頁） 
は 97年改正を「環境法化の嚆矢」と位置付けている．

4）　ここでは，各省庁や各政党に所属する個人の認
識にまで立ち入った分析は行っていない．政策過程へ
の影響力の行使という観点からは，省庁や政党が組織
としてどのようなアイディアを推進しようとしている
のかが重要だと考えるからだ．ただし，尾田他 （2016） 
が「河川局の先輩の中には，法改正には与しないとい
う人がいた」と述べているように必ずしも組織が一枚
岩であるわけではない．こうした組織内過程について
は，今後の研究課題として残されている．

5）　本稿では，以下の先行研究の整理を踏まえて，
単に政策パラダイムに変化が生じることを「変容」と
表現し，中でも特に全面的に新たなものへと置き換わ
る場合を「政策パラダイム転換」，漸進的に変化する場
合を「政策パラダイム進化」と区別する．

6）　政策パラダイムの転換として環境政策統合の政
策過程を分析した研究として Feindt （2010） などがある．
また，戸田 （2012） は日本の河川政策を対象として Hall 

（1993） の政策パラダイム転換の枠組みに依拠しつつ，
今後求められる政策パラダイム転換の方向性を提示して
いる．

7）　政策パラダイムについては Campbell （1998） のよ
うに認識枠組みとして限定的に定義する論者もいるが，
近年の包括的レビュー （Daigneault，2013） では認識枠
組みから具体的手段までを含む包括的なものとして整
理されており，本研究でもそのような捉え方を踏襲する．

8）　こうした漸進的な政策パラダイム変容の例とし
て，オーストラリアの医療保障制度において税による
国民皆保障制度に民間医療保険制度が組み合わされる
過程を論じた Kay （2007），米国との比較において EU

共通農業政策における農業への国家支援パラダイムの
存続を論じた Skogstad （1998） などがある．環境政策統
合との関連では，Feindt （2010） が EU農業政策を対象
とした分析において，従来の生産中心パラダイムに環
境・景観目的が追加される過程を明らかにしている．

9）　分析に際しては，当時の主要政策アクターに対
するインタビュー調査を行い，その結果を用いるとい
う方法 （例えば，Daigneault，2015） も考えられる．し
かし，97年改正は現在から 20年以上前の出来事であ
り，調査への協力を得られる可能性，結果の再現可能
性や反証可能性を確保する観点から，本研究では審議
会の資料や議事録，覚書などの公文書を主たる分析対

12 大野：環境政策統合の政策過程分析

環境経済・政策研究
Vol. 11, No. 1 （2018.3）



象とすることにした．このような方法によってアクター
の政策アイディアや政策信念の変化を把握した先行研
究 と し て，Jenkins-Smith and Clair （1993），Raum and 

Potter （2015），Watanabe （2016） など．一方で，こうし
た手法をとることで，記録に残されていないアクター
の認識や，事実関係は明らかにできていないという限
界がある．

10）　議事録は，国立国会図書館が提供する国会会議
録検索システム （http://kokkai.ndl.go.jp） から入手した．

11）　住民参加制度について詳しく論じたものとして
大野 （2012） など．

12）　田中 （2001，134頁） は長良川河口堰反対運動
などの公共事業による環境破壊に反対する運動を「自
然環境保護型」と整理している．また，茅野 （2014，
150頁） は，97年改正における環境目的の追加につい
て，建設省にとっては「治水・利水と同様に，多自然
型川づくりなど技術的方法によって「整備と保全」を
はかる対象であった」一方で，環境運動にとっては「治
水のための河川整備やダム開発によって失われる自然
環境を，人間による「整備」や「開発」を制御するこ
とで保全することであった」と整理している．本稿で
はこうした整理を参考とし，前者を「環境整備アイディ
ア」，後者を「自然保護アイディア」と呼ぶ．

13）　松田 （2007） によれば，1995年ごろから内閣法
制局と河川法改正に向けた協議を始めたが，調整が難
航し一旦は断念した．

14）　提言中では，次のように記載されている．「河
川法の目的に「環境」に関する事項を明記し，治水，
利水機能の向上と併せて良好な環境の形成と保全を進
めていくことが適当である」（「社会経済の変化を踏ま
えた今後の河川制度のあり方について」，p. 6）．

15）　氏名，肩書きは次のとおり．松原青美 （（財） 首
都高速道路協会理事長），碓井光明 （東京大学大学院法
学政治学研究科教授），高橋裕 （芝浦工業大学工学部教
授），栂野康行（（財） 河川環境管理財団相談役），吉田修
一 （福島市長），加藤三郎 （環境 ･文明研究所所長），岸
井隆幸（日本大学理工学部土木工学科助教授），残間里
江子 （㈱情報 ･空間デザイン代表取締役），椎貝博美 （筑
波大学構造工学系教授），西谷剛 （横浜国立大学国際経
済法学研究科教授），平田哲 （日本放送協会報道局経済
部長），福岡捷二 （広島大学工学部教授），馬見塚達雄 （産
経新聞社客員論説委員）．

16）　第 3回河川制度小委員会での椎貝委員の発言 

（第 3回河川制度小委員会議事録，p. 13‒14）．
17）　第 4回河川制度小委員会での馬見塚委員の発言 

（第 4回河川制度小委員会議事録，p. 13‒14）．
18）　第 4回河川制度小委員会での碓井委員の発言 

（第 4回河川制度小委員会議事録，p. 21）．
19）　第 2回河川制度小委員会資料「河川整備の計画

とその策定手続きについて」 （建設省河川局作成，p. 40）．

20）　与党内部での議論は，資料的制約から明らかに
することができなかった．ただし，本研究において収
集した資料からは明確な法改正への異論は確認するこ
とはできなかった．当時建設省河川局長であった尾田
栄章氏は，「与党の一部からは，環境目的を入れること
で治水事業が滞るのではないか，という懸念」があっ
たものの，「全体的に見た場合，そんなに強い反対は感
じませんでした」 （尾田他，2016） と述べている．国会
での採決においても政府案に反対をした与党議員を確
認することができず，建設省と与党議員は背反するア
イディアを推進していたわけではないと考えられる．

21）　この他に共産党からも，政府案に対する修正案
が提出されている．その内容は主に，河川整備計画の
策定手続きに関するもので，環境目的の追加に関する
修正は盛り込まれていなかった．採決の結果，同修正
案は否決されている．

22）　朝日新聞 1997年 4月 26日朝刊，朝日新聞 1997

年 5月 7日朝刊．
23）　本研究では，この経緯の詳細について民主党側
の関係者による記録を見つけることができなかったた
め，天野氏本人の記述を引用している．今後，関係者
へのインタビューなどによってより詳しい経緯が解明
されることが望まれる．

24）　民主党案の内容は官報 （号外） 第 140回国会衆
議院会議録第 34号に記載されているものを参照した．

25）　1997年河川法改正に関する法令案審議録に収
蔵された「河川法の一部を改正する法律案答弁資料」 （想
定問答集） の問 18における記述．

26）　1997年河川法改正に関する法令案審議録に収
蔵された「河川法の一部を改正する法律案答弁資料」 （想
定問答集） の問 25における記述．

27）　同様の趣旨の発言として，97年改正時に河川局
長を務めた尾田氏は「日本の河川全体に画一的に適用
されるルールを定めるのではなく，河川ごとにルール
が違っていいという発想」 （尾田他，2016） が 97年改正
の狙いの 1つであったとしている．

28）　この視点は，匿名の査読者からの指摘による．
記して感謝する．
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